
 

 

 

 

 

12月定例教育委員会会議 

 

 

議  案  

 



 

議案第  

 

美祢 城原コ ュニテ センタ 設置及び管理 関 条例施行規則  

定 い  

  

美祢 城原コ ュニテ センタ 設置及び管理 関 条例施行規則を次 定

 

 

 和元年12 24日提出 

 

美祢 教育委員会教育長  中 本 喜 弘   

 

 

美祢 城原コ ュニテ センタ 設置及び管理 関 条例施行規則 

 

趣旨  

第 条 規則 美祢 城原コ ュニテ センタ 設置及び管理 関 条例 和

元年美祢 条例第  条例 いう 第15条 規定 基 城原コ ュニ

テ センタ センタ いう 管理そ 他必要 事 を定  

職員 職務  

第 条 所長 命を 業務を掌理 所属職員及び管理人を指揮監督  

 管理人 指示 従いセンタ 業務 従事  

開館及び閉館  

第 条 センタ 次 日を除 開館 美祢 教育委員会 教育委員

会 いう 管理 必要 あ 認 場合 臨時 休館 開館 又 を

変更  

(1) 曜日 曜日 国民 日 関 法 昭和23年法 第178 規定

休日 当 そ 翌日  

(2) 12 29日 翌年 1 3日 日 

開館時間  

第 条 開館時間 午前9時 午 10時  

 前 規定 わ 教育委員会 特 必要 あ 認 開館時間を短

縮 又 延長  

使用 申請  

第 条 センタ を使用 う 者 あ 使用 変更 許可申請書 記様式

第1 を教育委員会 提出 い  

 申請書 提出 使用 日 3箇 前 3日前 間 教育委員会

特 認 場合 限 い  

使用許可書 交付  

第 条 教育委員会 前条 申請書 提出さ 場合 い 適当 認 使用



 

変更 許可書 記様式第2 を申請者 交付  

 使用許可を 者 使用者 いう センタ を使用 許可

書を携行 管理人 要求 あ を提示 い  

使用許可 位  

第 条 使用許可 位 申請 教育委員会 公益 特 必要 あ

認 限 い  

使用時間 範囲  

第 条 使用時間 本来 目的 使用 時間 ほ 準備及び設備等を原状 復

要 時間を含  

使用 変更及び 消承認  

第 条 使用者 そ や を得 い理由 使用を変更 場合 使用 日 5

日前 使用許可 変更 申請書 記様式第1 を提出 そ 承認を

い  

 使用者 そ や を得 い理由 使用 場合 使用 日 5

日前 センタ 使用 消承認申請書 記様式第3 を提出 そ 承認を

い  

使用料 減免  

第10条 条例第7条 規定 使用料を減額 又 免除 及びそ 額 次

場合 い 算定 額 10 未満 端数 あ を

捨  

(1) 又 教育委員会 主催 又 共催 事業又 行事 使用  使用料 全

額 

(2) 団体 行政活動 協力目的等 使用  使用料 全額 

(3) 幼稚園 保育園 小学校 中学校又 高等学校 教育又 保育活動 使用

 使用料 全額 

(4) 又 教育委員会 援 事業又 行事 使用  使用料 2 1 相当

額 

(5) 国 他 地方公共団体 公益社団法人若 公益財団法人又 公共的団体 民

福祉向 使用  使用料 2 1 相当 額 

(6) 施設 設置目的 鑑 教育委員会 減額 適当 認 団体 当 団体

目的 営利目的を除 使用  使用料 2 1 相当 額 

(7) 構成員 過半数 居住 身体 害者福祉法 昭和24年法 第283 第15条

第4 規定 身体 害者手帳 交付を い 者 都道府県知事又 地方自治法

昭和22年法 第67 第252条 19第1 指定都 長 療育手帳 児童相談所又

知的 害者福祉法 昭和35年法 第37 第12条第1 規定 知的 害者更生相談

所 い 知的 害 定さ 者 対 支給さ 手帳 そ 者 害 程度そ

他 事 記載 あ をいう 交付を い 者 精 保健及び精 害

者福祉 関 法 昭和25年法 第123 第45条第2 規定 精 害者保健

福祉手帳 交付を い 者又 そ 介護を行う者 組織さ 団体 使用  

使用料 2 1 相当 額 



 

(8) 構成員 過半数 居住 65歳 者 組織さ 団体 使用  

使用料 2 1 相当 額 

(9) 構成員 過半数 居住 中学生 者 組織さ 団体 使用  

使用料 2 1 相当 額 

(10) 前各 掲 ほ 教育委員会 特 減額 又 免除 理由 あ

認  そ 都度定 額 

使用者 遵守事  

第11条 使用者 係員 指示 従う 次 事 を守 い  

(1) 許可を い い物品 印 物等を掲示 販売 若 配 又

類 行為を い  

(2) 所定 場所 外 火気を使用 又 喫煙を い  

(3) 他 使用者 対 迷惑 う 行為を い  

(4) 所定 場所 外 ルコ ル類 飲食を い  

(5) 付 紙等建物そ 他物件を破損 そ あ 行為を い  

(6) 設備を変更 う 管理人 指示を得  

(7) 前各 掲 ほ 教育委員会 指示 反 行為を い  

そ 他  

第12条 規則 定 ほ センタ 運営 関 必要 事 定  

附 則 

規則 和2年1 1日 施行  



 

記様式第1 (第5条 第9条関係) 

城原コ ュニテ センタ 使用(変更)許可申請書 

年    日  

 美祢 教育委員会 様 

申請者   住所             

氏名          印  

自宅電             

緊急連絡先            

  次 使用(変更) い 許可 さ う申請  

使用目的   

使用期間 

      日 午前 午  時   午前 午   時  

 

      日 午前 午  時   午前 午   時  

施設名 
利用人数 

  

附帯設備 

男 女 計 設備名 利用 無 

会議室 1           

会議室 2           

会議室 3           

ランチル            

調理室           

調理室 和室        

 

減額又 免除

申請理由 

  

 

使用料 許可番  第      

室使用料  
許可書発行日 年    日 

使用料減免 ％     

許可条件(又 許可 い理由) 

 

※ 申請 太枠 記入 さい  



 

記様式第2 (第6条関係) 

城原コ ュニテ センタ 使用(変更)許可書 

 

年    日  

 

          様 

 

 

美祢 教育委員会       

 

 

 

 

 次 使用(変更)許可  

使用目的   

使用期間 

      日 午前 午  時   午前 午   時  

 

      日 午前 午  時   午前 午   時  

施設名 
利用人数 

  

附帯設備 

男 女 計 設備名 利用 無 

会議室 1           

会議室 2           

会議室 3           

ランチル            

調理室           

調理室 和室        

 

減額又 免除

申請理由 
  

 

使用料 許可番  第      

室使用料  
許可書発行日 年    日 

使用料減免 ％     

許可条件(又 許可 い理由) 

※ 許可書 使用 前 必 管理人 提示 さい  



 

記様式第3 (第9条関係) 

城原コ ュニテ センタ 使用 消承認申請書 

年    日  

 美祢 教育委員会 様 

 

申請者  住所            

氏名         印  

連絡先(        )  

 

 

  次 使用(変更)許可  

許可番  第        許可年 日 年    日 

使用目的 
  

使用期間 

      日 午前 午  時   午前 午   時  

 

 

      日 午前 午  時   午前 午   時  

使用場所 

会議室 1 会議室 2 会議室 3 ランチル  

 

調理室 調理室 和室  

そ 他 設備 

  

既納料金 
  

申請理由 
  

※
処
理 

還付年 日 還付金額 
備考 

年    日  

 



議案第 号 

 

美祢市栄 賞授与要綱 一部改正 ついて 

 

 美祢市栄 賞授与要綱 成 24 美祢市教育委員会訓 第 2号 一部 次 と 改正

す とす  

 

和元 12 24日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 中 本 喜 弘 

 

 

   美祢市栄 賞授与要綱 一部 改正す 訓  

 

 美祢市栄 賞授与要綱 一部 次 う 改正す  

 第 1条 次 う 改  

 趣旨  

第 条 訓 スポ ツ及び文化 関す 諸活動 いて 栄誉 与え た 成績

収 た 功績 称え そ 活動 奨励す た 美祢市栄 賞 栄 賞 と

いう 授与す と ついて必要 事項 定 とす  

 第 2条 次 う 改  

 対象  

第 条 栄 賞 授与 対象と 授与対象者 という 次 掲

とす  

 (1) 市内 小中学校 在籍す 児童生徒又 小学校体育連盟 中学校体育連盟若しく 中

学校文化連盟 体育連盟等 という 属す 団体 

 (2) 市内 住所 す 個人又 市内 主た 活動拠点 あ 団体 

 栄 賞 授与 対象と 活動 次 掲 とす  

(1) 全国大会 いて 8位  

(2) 中国地区大会 いて 3位  

(3) 山口県大会 いて 1位 

(4) 前 号 掲 成績 又 等と認  

第 3条第 1項 次 う 改  

前条第 1項第 1号 規定す 授与対象者 学校又 体育連盟等 長 別記様式

教育委員会 推薦す とし 前条第 1項第 2号 規定す 授与対象者 当該個

人又 団体 別記様式 教育委員会 推薦す とす  

 第 4条第 2項中 推薦者 推薦 改  

 第 6条中 教育委員会事務局学校教育課 第 2条第 1項第 1号 規定す 授与対

象者 関す 教育委員会事務局学校教育課 いて処理し 第 2条第 1項第 2号

規定す 授与対象者 関す 教育委員会事務局生涯学習スポ ツ推進課 改  



 別記様式 次 う 改  

別記様式 第 条関係  

 

美祢市栄 賞推薦書 

 

ふ  

氏 又 団 体  

 

生 日 齢  

個 人  
      日     歳  

住 所 又 所 在 地 
 

学校 学 又 勤務  学     

所 属 

部 活  

 

大 会 等 称 
 

実 績 及 び 推 薦 理 由 

●添付資料 

大会 開催 要項 

登録者 簿 

団体 場合  

 

 

 

 

主催 

後援 

出場者 応募点数 

 

記 と 相違あ せ  

 

                                     日 

 美祢市教育委員会 様 

 

推薦者 

                      住 所 

                      役 職 

                      氏                ㊞ 

 

附 則 

 訓 和 2 1 1日 施行す  


